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訴えてやるために…？ 訴えられないために…？ 

あなたのネットビジネスと特商法 
（再配布権利付；但し内容の一部若しくは全部の改編を禁じます） 

 
2008 年に特定商取引に関する法律の改正があり、スパムメールは減るかと 
思いきや、相変わらず毎日山のように違法なメールが届きます。 
 
あなたのメールボックスにも、そんな迷惑メールは届きませんか？ 
 
特商法を知っておくと、万が一被害にあいそうになったとき、法律をチラつ 
かせ、危機を回避できるかもしれません。 
 
もし貴方が、仮に小遣い稼ぎ程度であったとしても、ネットでビジネスをさ 
れているなら、特商法を理解していれば訴えられるリスクを回避できます。 
 
これは商売をする以上知っておくのは義務ですが、まどろっこしい法律用語 
を読むのはけっこう面倒なものです。 
 
そこで、私なりに特商法の原文から、読みやすい文体に書きなおしてみまし 
た。 
 
尚、ネットビジネスとはあまり関わりそうにないと思われた 18～32 条は省 
きました。 
 
※使用は自己責任でお願いします。 

 
特別商取引に関する法律 
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM 
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第１章 総 則  
 
＜原文＞ 
 
第１章 総 則（目的）第１条 この法律は、特定商取引（訪問販売、 
通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役 
務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。） 
を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ること 
により、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の 
提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ 
とを目的とする。 
 
 
＜解釈＞ 
 
特定商取引がフェアに行われ、購入者が"不当"に損をしないようにす 
るための法律です。 
 
そうすることで、商品やサービスの流通が健全になり、経済の発展に 
も寄与しようとすることを目的にしています。 
 
特定商取引は、原文の通り、 
 
・訪問販売、 
・通信販売 
・電話勧誘販売 
・連鎖販売取引 
・特定継続的役務提供 
・業務提供誘引販売 
 
の項目がありますが、それぞれ第２章以降に定義づけがされています。 
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第２章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 
 
＜原文＞ 
 
第１節 定 義（定義）第２条  
 
この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。 
1．販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供事業者」 
という。）が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所（以下 
「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、 
若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又 
は役務を有償で提供する契約（以下「役務提供契約」という。)の申込 
みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 
2．販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外 
の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定め 
る方法により誘引した者（以下「特定顧客」という。）から売買契約 
の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商 
品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを 
受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提 
供 
２ この章において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者 
が郵便その他の主務省令で定める方法（以下「郵便等」という。）に 
より売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しく 
は指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当し 
ないものをいう。 
３ この章において、電話勧誘販売とは、販売業者又は役務提供事業 
者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その 
電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘 
（以下「電話勧誘行為」という。）により、その相手方（以下「電話 
勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、 
若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指 
定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契 
約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提 
供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。 
４ この章及び第 67 条第１項において「指定商品」とは、国民の日常 
生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものを 
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いい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利 
のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政 
令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取 
引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。 
 
 
＜解釈＞ 
 
この章で「訪問販売」とは、 
 
1．モノを売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業者が、その 
 事務所や店以外の場所で顧客の申し込みを受け、契約するすること 
 を言います。 
2．モノを売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業者が、その 
 事務所や店などに見込み客を導いて（「特定顧客」という）申し込 
 みを受け、契約するすることも「訪問販売」になります。 
 
２ 「通信販売」とは、モノを売ったり、サービスを提供して報酬を 
 受け取る業者が、ダイレクトメールなどの方法で申し込みを受け、 
 契約するすることのうち、電話勧誘に当たらないものをいいます。 
 
３ 電話勧誘販売とは、モノを売ったり、サービスを提供して報酬を 
 受け取る業者が、電話をかけるか顧客に電話をかけさせることで、 
 その電話で申し込みを受け、契約するすることを言います。または 
 電話勧誘の結果、顧客から郵便などで申し込みを受け、契約するす 
 ることを言います。 
 
４ 「指定商品」とは、日常の生活に関わる物品のこと。「指定権利」 
 とは、施設を利用したり、そこでサービスを受ける権利のうち、日 
 常の生活に関わるもの（企業間ではない）として販売されるものを 
 いいます。また、「指定役務」とは、有償で行う日常の生活に関わ 
 るサービスについて法律で定めたものを言います。 
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＜原文＞ 
 
第２節 訪問販売 
 
（訪問販売における氏名等の明示） 
第３条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとすると 
きは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提 
供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について 
勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役 
務の種類を明らかにしなければならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 モノを売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業者が、訪問 
 販売をしようとするときは、自らの氏名または事業所の名称を言わ 
 なければないりません。 
 
 さらに、販売を目的に接触していることを明らかにし、その内容の 
 種類についても、勧誘前に明らかにしなければなりません。 
 
＜原文＞ 
 
（訪問販売における書面の交付） 
第４条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において 
指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指 
定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において 
特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、 
若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、 
主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を 
記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、 
その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合に 
おいては、この限りでない。 
1．商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 
2．商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 
3．商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 
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4．第９条第１項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込み 
 の撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項（同 
 条第２項から第７項までの規定に関する事項を含む。） 
5．前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 
 
 
 
＜解釈＞ 
 
 モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業者が、 
 営業所や事務所、店、以外で、商品やサービスの申し込みを受けた 
 ときは、ただちに申し込みの内容が書かれた書面を申込者に渡さな 
 ければなりません。 
 
 ただし申し込みを受けた際に、その場で正式な契約が交わされた場 
 合には、その必要はありません。 
 
 事前に渡す書面の内容は以下の通りです。 
 
１．モノや権利、サービスの価格。 
２．モノや権利、サービスの支払期限と方法。 
３．モノや権利、サービスを引き渡す時期。 
４．モノや権利、サービスの売買契約の解除に関する事項は、第９条第 
  １項～７項までの規定に関する事項を含みます。 
５．上記の他、主務省令でで定める事項があります。 
 
 
それにしても、原文は何て回りくどい言いまわしなんでしょうね。 
 
＜原文＞ 
 
（訪問販売における書面の交付） 
第５条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当 
するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく（前条ただし書に 
規定する場合に該当するときは、直ちに）、主務省令で定めるところ 
により、同条各号の事項（同条第４号の事項については、売買契約又 
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は役務提供契約の解除に関する事項に限る。）についてその売買契約 
又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供 
を受ける者に交付しなければならない。 
1．営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売 
 買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結した 
 とき（営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営 
 業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したと 
 きを除く。）。 
2．営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役 
 務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等にお 
 いてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。 
3．営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売 
 買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結した 
 とき。 
 
２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項各号の一に該当する場合に 
おいて、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を 
引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、 
指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領し 
たときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第１号の事 
項及び同条第４号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関 
する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役 
務の提供を受ける者に交付しなければならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業者は、 
 状況が次の１．２．３．の項目に当たるときは、ただちに申し込み 
 の内容が書かれた書面を申込者に渡さなければなりません。 
 
 1．営業所、事務所、店以外の場所で、モノや権利、サービスの提 
   供の売買契約を結んだとき（但し、特定顧客※以外は除きます。 
   つまり、自分からすすんで来たり、リピーターのような客は除 
   くということです）。 
 2．申し込みを営業所、事務所、店以外の場所で受けて、正式な契 
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   約を営業所、事務所、店で結んだとき。 
 3．営業所、事務所、店で、特定顧客と正式な契約を結んだとき。 
 
 
※特定顧客とは、次に掲げるものを言います。  
 
"営業所等"以外の場所で呼び止めて"営業所等"に同行させられた人。  
行政の通達では、「「呼び止め」とは、特定の者に対して呼びかける 
ことにより、その注意を向けさせる行為を意味し、必ずしもその場所 
に停止させることは必要でなく、併歩しつつ話しかける行為も含まれ 
る。また、「同行させ」る行為とは、呼び止めた地点から営業所等ま 
で相当程度の距離を、呼び止めた者が案内していくことを意味する。 
したがって、通常の店舗販売業者が店舗の前で行う呼び込みは、「同 
行させ」る行為が欠けており、本号に該当しない。」としています。  
 
 
 ２．モノや権利、サービスなどの指定商品を引き渡し、代金や対価 
  の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めた契約若しく 
  は申込みの撤回又は契約の解除に関する事項（第９条第１項～７ 
  項までの規定に関する事項を含む）を記載した書面を購入者又は 
  役務の提供を受ける者に交付しなければなりません。 
 
 
この２．に関しては思い当たることがあります。最近、床下の保全工 
事をしたのですが、工事が済み、支払いが済んだあとこのような書面 
がきました。 
 
申し込んだ後、クーリングオフの期間内にすぐに工事したのですが、 
工事が済んでいても契約はキャンセルできると書かれていました。 
 
＜原文＞ 
 
（禁止行為） 
 
第６条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若 
しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売 
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に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を 
妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなら 
ない。 
 
1．商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類 
 及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定め 
 る事項 
2．商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 
3．商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 
4．商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 
5．当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売 
 買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項（第９条第１ 
 項から第７項までの規定に関する事項を含む。） 
6．顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情 
 に関する事項 
7．前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に 
 関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける 
 者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 
 
２ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役 
 務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第１号から第５ 
 号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはな 
 らない。 
３ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しく 
 は役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは 
 役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫 
 して困惑させてはならない。 
４ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役 
 務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げ 
 ずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他 
 政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所 
 以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結に 
 ついて勧誘をしてはならない。 
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＜解釈＞ 
 
 モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業者は、 
 契約を結ぶ際に、キャンセル防止のために次にあげる事項について 
 嘘をついてはいけません。 
 
 1．商品の種類や性能、販売する権利やサービスの種類と内容と、こ 
  れに関わる行政で定めた事項。 
 2．商品の種類や性能、販売する権利やサービスの値段。 
 3．商品の種類や性能、販売する権利やサービスの料金支払い時期と 
   方法。 
 3．商品の種類や性能、販売する権利やサービスの引き渡し時期。 
 5．商品の種類や性能、販売する権利やサービスのキャンセルに関す 
  る事項（第９条第１項から第７項までの規定に関する事項を含む） 
 6．顧客にとって、その商品の種類や性能、販売する権利やサービス 
  が必要な理由に関する事項（例えば、柱が腐っていると嘘をつい 
  てリフォームを受注するとか…かな） 
 7．以上に掲げるもののほかに、顧客が契約をするかどうかの判断に 
  影響を及ぼす重要なもの 
 
 
 ２ モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業 
   者は、上記の 1～5 の事項について、わざと事実を言わないとい 
   うことをしてはいけません。 
 ３ モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業 
   者は、契約を迫ったり、キャンセル防止のために顧客を脅して 
   困らせてはいけません。 
 ４ モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受け取る業 
   者は、営業所や事務所、店から離れた場所で販売が目的である 
   ことを言わないで、呼び止めて同行させた（その他政令で定め 
   る方法）人を、一般の人が出入りしないような場所で販売契約 
   の交渉をしてはいけません。 
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＜原文＞ 
 
（合理的な根拠を示す資料の提出） 
第６条の２ 
主務大臣は、前条第１項第１号に掲げる事項につき不実のことを告げ 
る行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該 
販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた 
事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることがで 
きる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当 
該資料を提出しないときは、次条及び第８条第１項の規定の適用につ 
いては、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項 
につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 担当の国務大臣は、前条第１項第１号（商品の種類や性能、販売す 
 る権利やサービスの種類と内容と、これに関わる行政で定めた事項） 
 について嘘をついたかどうか判断する必要があると思ったら、その 
 業者に嘘でない証拠を出すよう求めることができます。 
 
 業者が求めに応じないときは、業務停止命令の対象となる行為をし 
 たものとみなします（８条第１項の規定）。 
 
 
＜原文＞ 
 
（指示） 
第７条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第３条から第６ 
条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪 
問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益 
が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供 
事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 
1．訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪 
 問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる 
 債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 
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2．訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘 
 をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約 
 の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該 
 役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務 
 の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの（第 
 ６条第１項第１号から第５号までに掲げるものを除く。）につき、 
 故意に事実を告げないこと。 
3．前２号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問 
 販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益 
 を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 担当大臣は、モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受 
 け取る業者が第３条から第６条までの規定に違反、または次に上げ 
 る行為をした場合、顧客が損害を受けると判断すれば必要な処置を 
 指示できます。 
 
 １．訪問販売による契約のキャンセルによる返金などの実施を拒否 
   したり遅らせること。 
 ２．訪問販売で契約の勧誘をする際、顧客が契約を避けたり、キャ 
   ンセルしたりしないように、契約上の事実をわざと言わないこ 
   と。（第６条第１項第１号から第５号までに掲げるものを除く） 
 ３．上記の他、顧客の利益を損なう恐れがあると法律で定められこ 
   と。 
 
 
＜原文＞ 
 
（業務の停止等） 
第８条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第３条から 
第６条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合 
において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を 
受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販 
売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないと 
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きは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、１年以内の期間を限 
り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずる 
ことができる。 
 
２ 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、そ 
 の旨を公表しなければならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 担当大臣は、モノや権利を売ったり、サービスを提供して報酬を受 
 け取る業者が第３条から第６条までの規定に違反したり、前条の各 
 号、つまり、 
 
 １．訪問販売による契約のキャンセルによる返金などの実施を拒否 
   したり遅らせること。 
 ２．訪問販売で契約の勧誘をする際、顧客が契約を避けたり、キャ 
   ンセルしたりしないように、契約上の事実をわざと言わないこ 
   と。（第６条第１項第１号から第５号までに掲げるものを除く） 
 ３．上記の他、顧客の利益を損なう恐れがあると法律で定められこ 
   と。 
 
 のような行為をした場合に顧客側に損害が出る可能性があると認め 
 られるか、これにもとづく行政の指示に従わないときは、１年以内 
 の範囲で、その業者の訪問販売業務の全て、もしくは一部を停止す 
 るように命じることができます。 
 
 ２ 担当大臣は、上記の命令をしたときは内容を公表しなければな 
   りません。 
 
 
※原文において主務大臣とは農林水産省関係商品市場は農林水産大臣を、 
経済産業省関係商品市場は経済産業大臣のことをいいます。 
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＜原文＞ 
 
（訪問販売における契約の申込みの撤回等） 
第９条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所にお 
いて指定商品（その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との 
間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品 
として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。）若 
しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契 
約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が 
営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指 
定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合に 
おけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営 
業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役 
務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合（営業所等に 
おいて申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務 
提供契約を締結した場合を除く。）若しくは販売業者若しくは役務提 
供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若 
しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合 
におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者（以下この条及び 
次条において「申込者等」という。）は、次に掲げる場合を除き、書 
面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその 
売買契約若しくは役務提供契約の解除（以下この条において「申込み 
の撤回等」という。）を行うことができる。 
 
1．申込者等が第５条の書面を受領した日（その日前に第４条の書面を 
 受領した場合にあつては、その書面を受領した日）から起算して８ 
 日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提 
 供事業者が第６条第１項の規定に違反して申込みの撤回等に関する 
 事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられ 
 た内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供 
 事業者が同条第３項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、 
 これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わな 
 かつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供 
 事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務 
 提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付し 
 た書面を受領した日から起算して８日を経過したとき。 
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2．申込者等が第４条又は第５条の書面を受領した場合において、指定 
 商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するお 
 それがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若し 
 くは一部を消費したとき（当該販売業者が当該申込者等に当該商品 
 を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。）。 
 
3．第５条第２項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商 
 品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の 
 対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。 
 
 
２ 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、 
 その効力を生ずる。 
 
３ 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供 
 事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を 
 請求することができない。 
 
４ 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品 
 の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は 
 返還に要する費用は、販売業者の負担とする。 
 
５ 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指 
 定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当 
 該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により 
 施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者 
 等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当 
 該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求する 
 ことができない。 
 
６ 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた 
 場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領していると 
 きは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 
 
７ 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提 
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 供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、 
 当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者 
 等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該 
 役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復 
 に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。 
 
８ 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とす 
 る。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 営業所や店、事務所以外の場所で申し込んだ契約は、それが通常は 
 販売条件について一定期間交渉が行われるような法律で定められて 
 いる契約でない限り、キャンセルできます。 
 
 ただし、次の項目にあてはまるものは除きます。 
 
 1．クーリングオフの８日間を経過していること。ただし、クーリン 
  グオフの期間は、契約の内容を明らかにした書面を受け取った日 
  から数えて８日です。また、契約の内容に嘘があったり、脅しな 
  どによって故意にクーリングオフの期間が経過するまでキャンセ 
  ルさせないようにされた場合は８日を過ぎてもキャンセルできま 
  す。 
 
 2．契約の内容を明らかにした書面を受け取った上で、商品を受け取 
  った後、その使用によって消費され価格が著しく下がると法律で 
  認められている商品については、その商品の全部または一部を使 
  ってしまった場合はキャンセルできません。ただし、業者がそれ 
  をさせた場合を除きます。 
 
 3．支払う料金の総額が、法律で定める金額に満たないときはキャン 
  セルできません。 
 
  
 ２ キャンセルは、キャンセルに関する書類を提出した時点でキャ 
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  ンセルとなります。 
 
 ３ キャンセルがあったとき、業者は損害賠償や違約金の支払いを 
  求めることはできません。 
 
 ４ 商品やサービス、権利の引き渡しが既に済んでいたとしても、 
  キャンセルによる商品やサービス、権利を元に戻す費用の負担は 
  業者が持たなければなりません。 
 
 ５ キャンセルの時点で、商品やサービス、権利の引き渡しが既に 
  済んでいて契約者が何らかの利益を得ていたとしても、業者はそ 
  れに相当する金銭の支払いを請求することはできません。 
 
 ６ キャンセルがあり、既に金銭の支払いが済んでいるとき、業者 
  は速やかにそれを返さなければなりません。 
 
 ７ キャンセルの時点で契約の行使によって既に工事などが行われ 
  ていた場合、契約者は原状回復の工事費用負担も業者に請求する 
  ことができます。 
 
 ８ 上記７項までの内容に反する内容が記載された契約書は無効で 
  す。 
 
 
＜原文＞ 
 
（訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 
第９条の２ 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に 
係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の 
各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、そ 
れによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその 
承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 
 
1．第６条第１項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げ 
 られた内容が事実であるとの誤認 
2．第６条第２項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事 
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 実が存在しないとの誤認 
 
２ 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約 
 の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の 
 第三者に対抗することができない。 
３ 第１項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しく 
 は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法（明 
 治 29 年法律第 89 号）第 96 条※の規定の適用を妨げるものと解しては 
 ならない。 
４ 第１項の規定による取消権は、追認をすることができる時から６ 
 月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当 
 該役務提供契約の締結の時から５年を経過したときも、同様とする。 
 
 
※第 96 条 
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 
2.相手方に対する意思表示について w:第三者が詐欺を行った場合にお 
 いては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示 
 を取り消すことができる。 
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、w:善意の第三 
 者に対抗することができない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 訪問販売に関わる契約内容について、次にあげる業者の行為によっ 
 て契約者の誤解があったときはキャンセルできます。 
 
 1．第６条第１項の規定に違反して業者が嘘をつき、それを信じてし 
  まったとき 
 2．第６条第２項の規定に違反して業者が伝えるべき事実を告げず、 
  そのような事実が無いと誤解しとき 
 
 ２ 例えば、善意の第三者の紹介の業者によって生じたキャンセル 
  事案に対して、キャンセルに関わる事情を知らない善意の第三者 
  の責任を追及することはできません。 
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 ３ このキャンセルに関する請求を詐欺又は強迫に関わっていない 
  善意の第三者にはできません。 
 ４ キャンセルは、その申し出を確認できる時から６カ月間行われ 
  ないと時効になります。また契約から５年を経過しても同様です。 
 
 
この第９条の２は、非常に難しかったです。 
 
もっと良い解釈ができるという方は是非ご一報ください。 
 
 
＜原文＞ 
 
（訪問販売における契約の解除等に伴う妨害賠償等の額の制限） 
第 10 条 販売業者又は役務提供事業者は、第５条第１項各号のいずれ 
かに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、 
その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額 
の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場 
合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害 
金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提 
供を受ける者に対して請求することができない。 
 
1．当該商品又は当該権利が返還された場合 
 
当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる 
利益に相当する額（当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額か 
ら当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が 
通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当 
する額を超えるときは、その額） 
 
2．当該商品又は当該権利が返還されない場合 
 
当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額 
 
3．当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 
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提供された当該役務の対価に相当する額 
 
4．当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当 
 該役務の提供の開始前である場合 
 
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 
 
２ 販売業者又は役務提供事業者は、第５条第１項各号の一に該当す 
 る売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買 
 契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又 
 は一部の支払の義務が履行されない場合（売買契約又は役務提供契 
 約が解除された場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違約金 
 の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価 
 格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若 
 しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれ 
 に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額 
 の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求する 
 ことができない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 違約金が発生するような契約の解除があった場合、契約書に損害賠 
 償の規約が書かれてあったとしても、次のそれぞれの場合で法定利 
 率を超える遅延損害金の請求を、業者は契約者に対してすることは 
 できません。 
 
 1．商品などが返還されたとき 
 
  通常の使用料の額。使用により通常得られる利益に相当する額。 
  （使用後の劣化によって返還した商品の価値が下がり、その差額 
  が通常の使用料や通常得られる利益を超えるときは、その額） 
 
 2．商品などが返還されないとき 
 
  販売価格に相当する額 
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 3．販売したものがモノでなくサービスの場合、それが既に行われ 
  ているとき 
 
  そのサービスの料金に相当する額 
 
 4．販売したものがモノでなくサービスの場合、それを開始する前 
  のとき 
 
  契約そのものにかかる費用 
 
 
 ２ 契約後、納品やサービス実施が行われたのち料金の全部または 
  一部が支払われなかったとして、契約書に損害賠償の規約が書か 
  れてあったとしても、法定利率を超える遅延損害金の請求を、業 
  者は契約者に対してすることはできません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（通信販売についての広告） 
第 11 条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定 
商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広 
告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該 
商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなけれ 
ばならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載 
した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録 
（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが 
できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の 
用に供されるものをいう。）を遅滞なく提供する旨の表示をする場合 
には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところによ 
り、これらの事項の一部を表示しないことができる。 
 
1．商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価（販売価格に商品の送 
 料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料） 
2．商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 
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3．商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 
4．商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還につい 
 ての特約に関する事項（その特約がない場合には、その旨） 
5．前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 
 
 
＜解釈＞ 
 
 通信販売するときの広告については、次の事項を広告内に表示しな 
 ければなりません。ただしネット上のサイトで広告する場合、問い 
 合わせがあれば、その内容を遅れることなく知らせる旨の表示があ 
 れば、事項の一部を表示しないこともできます。 
 
 1．商品やサービス・権利の料金（販売価格に送料が含まれない場合 
  は送料も併せて） 
 2．商品やサービス・権利の料金の支払時期と方法 
 3．商品やサービス・権利の引き渡し時期や提供時期 
 4．商品やサービス・権利の移転や引き取りに関する事項（特約）。 
  特約が無い場合はその旨。 
 5．上記のほか、主務省令で定める事項 
 
 
＜原文＞ 
 
（誇大広告等の禁止） 
第 12 条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定 
商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広 
告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内 
容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は 
その返還についての特約その他の主務省令で定める事項について、著 
しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であ 
り、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならな 
い。 
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＜解釈＞ 
 
 通信販売業者は、現物や実際のサービスなどと違ったものであると 
 誤解されるよな広告や、いわゆる誇大広告をしてはなりません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（合理的な根拠を示す資料の提出） 
第 12 条の２ 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判 
断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は 
役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理 
的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、 
当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、 
第 14 条第１項及び第 15 条第１項の規定の適用については、当該表示は、 
前条に規定する表示に該当するものとみなす。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 通信販売業者に、現物や実際のサービスなどと違ったものであると 
 誤解されるよな広告や、いわゆる誇大広告をしてはならないという 
 条項に当たるかどうかの判断が必要な場合、担当大臣は業者に裏付 
 けとなる証拠書類の提出を求めることができます。求めに応じない 
 ときは誇大広告であるという判断を下すことがあります。（後述、 
 第 14 条第１項及び第 15 条第１項） 
 
 
＜原文＞ 
 
（承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等） 
第 12 条の３ 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、 
通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定 
役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子 
メール広告（当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法（電子 
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 
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であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。）により送信し、 
これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示され 
るようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。）をしてはなら 
ない。 
 
1．相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の指定商品若 
 しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子メー 
 ル広告（以下この節において「通信販売電子メール広告」という。） 
 をするとき。 
2．当該販売業者の販売する指定商品若しくは指定権利若しくは当該役 
 務提供事業者の提供する指定役務につき売買契約若しくは役務提供 
 契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供 
 契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 
 若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知す 
 る場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メー 
 ル広告をするとき。 
3．前２号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を 
 受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務 
 省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。 
 
２ 前項に規定する承諾を得、又は同項第１号に規定する請求を受け 
 た販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の 
 相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表 
 示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告を 
 してはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子 
 メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該 
 相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 
 
３ 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をする 
 ときは、第１項第２号又は第３号に掲げる場合を除き、当該通信販 
 売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はそ 
 の相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるもの 
 を作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければな 
 らない。 
 
４ 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をする 
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 ときは、第１項第２号又は第３号に掲げる場合を除き、当該通信販 
 売電子メール広告に、第 11 条各号に掲げる事項のほか、主務省令で 
 定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供 
 を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で 
 定めるものを表示しなければならない。 
 
５ 前２項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲 
 げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に 
 係る通信販売電子メール広告については、適用しない。 
1．通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、 
 又はその相手方から請求を受ける業務 
2．第３項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 
3．前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意 
 思を表示するために必要な事項を表示する業務 
 
 
＜解釈＞ 
 
 通信販売業者は、メールを受け取る側の許可なく広告の電子メール 
 等を送ってはなりません。ただし、次にあげる場合を除きます。 
 
 1．その通信販売電子メールが相手側の請求に基づいているとき。 
 2．契約後、フォローのための連絡メールに広告が添えられる場合。 
 3．契約内容のフォローのためのメールでなくても、受け取る側の 
  利益を損なう恐れが無いと主務省令で定める場合。 
 
 ２ 通信販売電子メールを許可していた相手方が、送信の停止を求 
  めた場合、ただちに通信販売電子メールを中止しなければなりま 
  せん。ただし再開を求められた場合はその限りではありません。 
 
 ３ 通信販売電子メールが相手側の請求に基づいているものであっ 
  ても、主務省令で定める記録をを作成し保存しておかなければな 
  りません。 
 
 ４ 相手方が通信販売電子メールの送信の停止を求めたとき、それ 
  に必要な事項を銘記しておかなければなりません。 
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 ５ 上記３．４の規定については、次にあげる業務のすべてを委託 
  しているときは、その委託による通信販売電子メール広告につい 
  ては適用しません。 
 1．通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、 
  又はその相手方から請求を受ける業務 
 2．第３項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 
 3．前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意 
  思を表示するために必要な事項を表示する業務 
 
 
＜原文＞ 
 
第 12 条の４ 販売業者又は役務提供事業者から前条第５項各号に掲げ 
る業務のすべてにつき一括して委託を受けた者（以下この節並びに第 
66 条第４項及び第６項において「通信販売電子メール広告受託事業者」 
という。）は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者 
又は役務提供事業者（以下この節において「通信販売電子メール広告 
委託者」という。）が通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権 
利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者 
の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。 
 
1．相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に 
 係る通信販売電子メール広告をするとき。 
2．前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係 
 る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれ 
 がないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通 
 信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をする 
 とき。 
 
２ 前条第２項から第４項までの規定は、通信販売電子メール広告受 
 託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子 
 メール広告について準用する。この場合において、同条第３項及び 
 第４項中「第１項第２号又は第３号」とあるのは、「次条第１項第 
 ２号」と読み替えるものとする。 
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＜解釈＞ 
 
 66 条第４項及び第６項において定義している「通信販売電子メール 
 広告受託事業者」は、次にあげる場合を除き、電子メールの受け手 
 の許可なしに販売業者の電子メール広告をしてはなりません。 
 
 1．電子メールの受け取る側の請求で、電子メール広告をするとき。 
 2．電子メール広告が電子メールを受け取り側の利益を損なわない範 
  囲と認められる場合。 
 
 ２ 前条第２項から第４項までの規定、つまり通信販売についての 
  広告の規定は、通信販売電子メールを請け負う業者による、通信 
  販売電子メールの委託者への電子メールによる営業についても同 
  様に適用します。 
 
 
＜原文＞ 
 
（通信販売における承諾等の通知） 
第 13 条 販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利 
又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から 
当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立 
つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は 
一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等によ 
り当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提 
供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は 
当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省 
令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨 
（その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込 
みをした者に通知している場合には、その旨）その他の主務省令で定 
める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当 
該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を 
受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、 
又は当該役務を提供したときは、この限りでない。 
 
２ 販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面によ 
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 る通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者 
 の承諾を得て、当該通知すべき事項を電磁的方法その他の主務省令 
 で定める方法により提供することができる。この場合において、当 
 該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたもの 
 とみなす。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 販売業者は申し込みをうけ、料金の一部、または全部の支払いを受 
 けたときは、直ちにその申し込みを受けるかどうか書面で申込者に 
 通知しなければなりません。ただし、商品や権利などの引き渡しが 
 ただちに行われた場合は、その限りではなりません。 
 
 ２ 申込者の承諾があれば、必要な通知を電磁的方法その他主務省 
  令で定める方法ですることもできます。 
 
 
＜原文＞ 
 
（指示） 
第 14 条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第 11 条、第 12 条、 
第 12 条の３（第５項を除く。）若しくは前条第１項の規定に違反し、 
又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 
及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがある 
と認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措 
置をとるべきことを指示することができる。 
 
1．顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込 
 みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの 
2．前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販 
 売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を 
 害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの 
 
２ 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第 12 条の４第 
１項若しくは同条第２項において準用する第 12 条の３第２項から第４ 
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項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通 
信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益 
が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広 
告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することがで 
きる。 
 
1．顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売 
 に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為と 
 して主務省令で定めるもの 
2．前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販 
 売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を 
 害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの 
 
 
＜解釈＞ 
 
 主務大臣は、通信販売についての広告、誇大広告等の禁止、合理的 
 な根拠を示す資料の提出、承諾をしていない者に対する電子メール 
 広告の提供の禁止等（５項を除く）、通信販売における承諾等の通 
 知に関して次に掲げる行為をした場合に顧客側に害があると認めた 
 時は、その業者に対し、必要な措置を取るよう指示できます。 
 
 1．押し売りのような行為。 
 2．通信販売の売り込みにより顧客に害の及ぶ恐れがあると主務省令 
  で定めるもの。 
 
 ２ 主務大臣は、信販売電子メール広告受託事業者に対しても同様 
  に必要な措置を取るよう指示できます。 
 
 
＜原文＞ 
 
（業務の停止等） 
第 15 条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第 11 条、第 12 
条、第 12 条の３（第５項を除く。）若しくは第 13 条第１項の規定に違反 
し若しくは前条第１項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に 
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係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著し 
く害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供 
事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役 
務提供事業者に対し、１年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の 
全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 
 
２ 主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第 12 条の４第１ 
 項若しくは同条第２項において準用する第 12 条の３第２項から第４項 
 までの規定に違反し若しくは前条第２項各号に掲げる行為をした場合 
 において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を 
 受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通 
 信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わない 
 ときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、１年以内の 
 期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を 
 停止すべきことを命ずることができる。 
 
３ 主務大臣は、第１項の規定による命令をしたときは、その旨を公表 
 しなければならない。 
 
４ 主務大臣は、第２項の規定による命令をしたときは、その旨を公表 
 しなければならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 通信販売についての基本的な条項に違反し、顧客が著しく損害を受け 
 る恐れがあると認められるときは、その業者を１年以内の通信販売業 
 務の停止命令を主務大臣は出すことができます。 
 
 ２ 通信販売電子メール広告受託事業者についても、これは同等に適 
  用されます。 
 
 ３ 主務大臣は、業者に対して通信販売停止命令を出した場合、それ 
  を公表しなければなりません。 
 
 ４ 通信販売電子メール広告受託事業者についても、業務停止命令を 
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  出した場合、それを公表しなければなりません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（電話勧誘販売における氏名等の明示） 
第 16 条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとす 
るときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役 
務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品 
若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供 
契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければ 
ならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 電話勧誘販売を行うときは、業者は名称を名乗ったうえで電話をか 
 けている本人の名前も名乗り、その電話が販売の勧誘を目的とした 
 ものであることを言わなければなりません。 
 
 
（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止） 
第 17 条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契 
約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該 
売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 業者は、電話勧誘販売の課程で断られたら、それ以上勧誘をしては 
 いけません。 
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第３章 連鎖販売取引 
 
 
＜原文＞ 
 
（定義） 
第 33 条 この章並びに第 66 条第１項及び第 67 条第１項において 
「連鎖販売業」とは、物品（施設を利用し又は役務の提供を受ける 
権利を含む。以下同じ。）の販売（そのあつせんを含む。）又は有償 
で行う役務の提供（そのあつせんを含む。）の事業であつて、販売の 
目的物たる物品（以下この章において「商品」という。）の再販売 
（販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。）、 
受託販売（販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同 
じ。）若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供（その役 
務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。）若しく 
はその役務の提供のあつせんをする者を特定利益（その商品の再販売、 
受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若 
しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その 
他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以 
下この章において同じ。）を収受し得ることをもつて誘引し、その者 
と特定負担（その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引 
料の提供をいう。以下この章において同じ。）を伴うその商品の販売 
若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供の 
あっせんに係る取引（その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取 
引」という。）をするものをいう。 
 
２ この章並びに第 66 条第１項及び第 67 条第１項において「統括者」 
 とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販 
 売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用 
 させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者 
 の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に総 
 括する者をいう。 
 
３ この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他 
 いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取 
 引条件を変更するに際し提供される金品をいう。 
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＜解釈＞ 
 
 「連鎖販売業」とは、モノや会員権などの権利の販売や有料の労務 
 やサービスの提供をする事業に、再販売の権利を付けて、それによ 
 って特定の利益が得られることを謳ったものであり、再販売に当た 
 っては同様に同じ権利を付けて販売し、さらにそこからも特定の利 
 益を得られることをもって拡販を図る販売業です。 
 
 ２ 「統括者」は、連鎖販売業に係る商品のオリジナルブランドを 
  を持ち、この事業に関わる取引に約款を設けて、連鎖販売業を行 
 う者の経営に関し継続的に指導を行う等、一連の連鎖販売業を実質 
 的に総括する者をいいます。 
 
 ３ 「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義 
  を問わず、取引に際し、又は取引条件を変更するに際し提供され 
  る金品をいいます。 
 
 
 業者は、電話勧誘販売の課程で断られたら、それ以上勧誘をしては 
 いけません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（連鎖販売取引における氏名等の明示） 
第 33 条の２ 統括者、勧誘者（統括者がその統括する一連の連鎖販売 
業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。） 
又は一般連鎖販売業者（統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販 
売業を行う者をいう。以下同じ。）は、その統括者の統括する一連の 
連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先 
立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の 
氏名又は名称（勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販 
売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。）、特定負担を伴う取引に 
ついての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に 
係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。 
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＜解釈＞ 
 
 連鎖販売取引の勧誘を行う際には、それに先立って、そのビジネス 
 を主催する会社の名称と勧誘をする本人の名前、連鎖販売取引に誘 
 っているという目的と商品、役務などの内容を明らかにしなければ 
 なりません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（禁止行為） 
第 34 条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売 
業に係る連鎖販売取引についての契約（その連鎖販売業に係る商品の 
販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店 
舗その他これに類似する設備（以下「店舗等」という。）によらない 
で行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。）の締結につ 
いて勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引につ 
いての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げ 
ず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。 
 
1．商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の種類 
 及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を 
 受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類 
 するものとして主務省令で定める事項 
2．当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
3．当該契約の解除に関する事項（第 40 条第１項から第３項まで及び第 
 40 条の２第１項から第５項までの規定に関する事項を含む。） 
4．その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 
5．前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、 
 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 
 
２ 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に 
 係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 
 又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨 
 げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をして 
 はならない。 



特商法 特商法 特商法 

35 
 

３ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する 
 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、 
 又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨 
 げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 
 
４ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引に 
 ついての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告 
 げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所に 
 おいて呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘 
 引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該 
 契約の締結について勧誘をしてはならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売取引の主催会社または勧誘者は、連鎖販売取引の契約につ 
 いて勧誘するとき、キャンセルを避けるために次の事項について故 
 意に事実を言わないか、嘘をついてはいけません。 
 
 1．商品の種類・性能もしくは品質、または施設を利用やサービスの 
  提供を受ける権利、サービスの種類やその内容その他、これらに 
  類するものとして定められている事。 
 
 2．その連鎖販売取引の契約の際に必要な費用に関すること。 
 
 3．その契約のキャンセルに関すること。 
 
 4．その連鎖販売業を行うことで発生する利益について。 
 
 5．以上（1～4）に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項 
  で、連鎖販売取引の契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要な 
  もの。 
 
 ２ 連鎖販売業者（契約をし営業している人）は、主催会社（統括 
  者）の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引の契約の締 
  結について勧誘をするときには、キャンセルを防ぐために上記事 
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  項について嘘をついてはいけません。 
 
 ３ 主催会社（統括者）、勧誘者や連鎖販売業者（契約をし営業し 
  ている人）は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連 
  鎖販売取引についての契約を結ばせたり、契約のキャンセルそを 
  妨げるために、人を脅かしたり困らせたりしてはいけません。 
 
 ４ 主催会社（統括者）、勧誘者や連鎖販売業者（契約をし営業し 
  ている人）は、勧誘に際して、その行為が費用がかかる取引につ 
  いての契約を結ばせるためのものであることを、事前に言わない 
  で、営業所、代理店その他の場所以外で呼び止めたり、その他の 
  方法で同行させてはいけません。また、誘いだした人に対して公 
  衆の出入りする場所以外で、連鎖販売取引の契約の締結について 
  勧誘をしてはいけません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（連鎖販売取引についての広告） 
第 35 条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括す 
る一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主 
務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次 
の事項を表示しなければならない。 
 
1．商品又は役務の種類 
2．当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
3．その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算 
 の方法 
4．前３号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売取引の主催会社（統括者）、勧誘者または、その連鎖販売 
 取引の参加者は、一連の連鎖販売取引について広告するときは、主 
 務省令に定められた次の事項を表示しなければなりません。 
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 1．商品やサービスの種類。 
 2．そのビジネスに参加するに当たり必要な費用。 
 3．そのビジネスをおこなったときの利益について広告する場合、そ 
  の根拠となる計算。 
 
 
（誇大広告等の禁止） 
第 36 条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括す 
る一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、そ 
の連鎖販売業に係る商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を 
除く。）の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受 
ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該 
連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著 
しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、 
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売取引の勧誘に際して、実際の商品やサービスと著しく違う 
 表示をしたり、実際よりも著しく性能や品質、得られる利益が大き 
 いように人を誤解させるような表示をしてはなりません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（合理的な根拠を示す資料の提出） 
第 36 条の２ 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判 
断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘 
者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けと 
なる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合 
において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該 
資料を提出しないときは、第 38 条第１項から第３項まで及び第 39 条第 
１項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当する 
ものとみなす。 
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＜解釈＞ 
 
 主務大臣は、誇大広告の疑いのある広告に対して、表示された内容 
 を裏付ける根拠を示すデータなどの資料の提出を求めることができ 
 ます。この求めに、この表示をした連鎖販売取引の主催会社や取引 
 業者が応じないときは、この広告を誇大広告とみなします。 
 
 
＜原文＞ 
 
（承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等） 
第 36 条の３ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場 
合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取 
引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告を 
してはならない。 
 
1．相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖 
 販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告（以下この章にお 
 いて「連鎖販売取引電子メール広告」という。）をするとき。 
2．前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供 
 を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主 
 務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をする 
 とき。 
 
２ 前項に規定する承諾を得、又は同項第１号に規定する請求を受け 
 た統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子 
 メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受け 
 ない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売 
 取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた 
 後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方 
 から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限り 
 でない。 
 
３ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メー 
 ル広告をするときは、第１項第２号に掲げる場合を除き、当該連鎖 
 販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、 



特商法 特商法 特商法 

39 
 

 又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定め 
 るものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなけ 
 ればならない。 
 
４ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メー 
 ル広告をするときは、第１項第２号に掲げる場合を除き、当該連鎖 
 販売取引電子メール広告に、第 35 条各号に掲げる事項のほか、主務 
 省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール 
 広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として 
 主務省令で定めるものを表示しなければならない。 
 
５ 前２項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者 
 に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、そ 
 の委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。 
 
1．連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を 
 得、又はその相手方から請求を受ける業務 
2．第３項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 
3．前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の 
 意思を表示するために必要な事項を表示する業務 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売取引の主催会社やビジネスを勧誘する業者は、次の場合を 
 除き、相手の許可なく勧誘のための電子メール広告をしてはいけま 
 せん。 
 
 1．相手方の資料請求に基づいて、その連鎖販売取引に関わる電子メ 
  ール広告をするとき。 
 2．電子メール広告をされる側の利益を損なわないと認められる場合 
  として主務省令で定める場合に連鎖販売取引電子メール広告をす 
  るとき。 
 
 ２ 連鎖販売取引の主催会社やビジネスを勧誘する業者は、連鎖販 
  売取引の電子メール広告の承諾を得た後、断わるという意思表示 
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  があったときは、連鎖販売取引の電子メール広告の配信を止めな 
  ければなりません。ただし、改めて請求を受け承諾を得た場合は、 
  この限りではありません。 
 
 ３ 連鎖販売取引の主催会社やビジネスを勧誘する業者は、連鎖販 
  売取引の電子メール広告の承諾を得ている記録を主務省令で定め 
  た形作成し、保存しておかなければなりません。 
 
 ４ 連鎖販売取引の主催会社やビジネスを勧誘する業者は、連鎖販 
  売取引の電子メール広告の相手側に、連鎖販売取引の電子メール 
  広告を断る際に必要な事項を、主務省令で定める形で表示しなけ 
  ればなりません。 
 
 ５ 連鎖販売取引の主催会社やビジネスを勧誘する業者が、連鎖販 
  売取引の電子メール広告を、次にあげる業務のすべてを一括して 
  委託しているときは、３ ４ について適用しません。 
 
 1．連鎖販売取引電子メール広告をすることの承諾を得たり、その 
  相手方から請求を受ける業務 
 2．第３項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 
 3．前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない 
  旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務 
 
 
＜原文＞ 
 
第 36 条の４ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第５項各号 
に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者（以下この章並び 
に第 66 条第４項及び第６項において「連鎖販売取引電子メール広告受託 
事業者」という。）は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統 
括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者（以下この条において「連鎖販売取 
引電子メール広告委託者」という。）が行うその統括者の統括する一連 
の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾 
を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。 
 
1．相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者 
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 に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。 
2．前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に 
 係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうお 
 それがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、 
 連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広 
 告をするとき。 
 
２ 前条第２項から第４項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告 
 受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売 
 取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第３ 
 項及び第４項中「第１項第２号」とあるのは、「次条第１項第２号」 
 と読み替えるものとする。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売取引の主催会社やビジネスを勧誘する業者から、連鎖販売 
 取引電子メール広告の委託を受けた人は、次に掲げる場合を除き、 
 一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、相手の許可なく勧 
 誘のための電子メール広告をしてはいけません。 
 
 1．相手方の資料請求に基づいて、その連鎖販売取引に関わる電子メ 
  ール広告をするとき。 
 2．電子メール広告をされる側の利益を損なわないと認められる場合 
  として主務省令で定める場合に連鎖販売取引電子メール広告をす 
  るとき。 
 
 ２ 前条、つまり第 35 条（連鎖販売取引についての広告）の規定で、 
  広告に表示しなければならないとしている"当該連鎖販売取引に伴 
  う特定負担に関する事項"、"その連鎖販売業に係る特定利益につ 
  いて広告をするときは、その計算の方法"、"それ以外の主務省令 
  で定める事項"は電子メール広告についても適用します。 
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＜原文＞ 
 
（連鎖販売取引における書面の交付） 
第 37 条 連鎖販売業を行う者（連鎖販売業を行う者以外の者がその連 
鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結す 
る者であるときは、その者）は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしよ 
うとする者（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん 
又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人 
に限る。）とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、 
その契約を終結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連 
鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければなら 
ない。 
 
２ 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引につ 
 いての契約（以下この章において「連鎖販売契約」という。）を締 
 結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業 
 に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそ 
 のあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、 
 主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契 
 約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。 
 
1．商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の種類 
 及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を 
 受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項 
2．商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提 
 供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項 
3．当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
4．当該連鎖販売契約の解除に関する事項（第 40 条第１項から第３項ま 
 で及び第 40 条の２第１項から第５項までの規定に関する事項を含む。） 
5．前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売を行い連鎖販売契約を結ぶ時、けいやくの終結までに、主 
 務省令で定める連鎖販売業の概要について記載した書面を、契約者 
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 に渡さなければなりません。 
 
 ２ 契約した相手方が、連鎖販売業を店舗等によらないで行う個人 
  の場合、遅れることなく主務省令で定める次の事項について、連 
  鎖販売契約の内容を明らかにする書面を渡さなければなりません。 
 
 1．商品の種類と性能、品質又は施設の利用やサービスの提供を受け 
  る権利もしくはサービスの種類、及びこれらの内容に関する事項 
 2．商品の再販売、受託販売もしくは販売のあつせん又は同種のサー 
  ビスの提供若しくはサービスの提供のあつせんについての条件に 
  関する事項 
 3．その連鎖販売取引に必要な費用について、その内容 
 4．その連鎖販売契約のキャンセルに関する事項（第 40 条第１項から 
  第３項まで及び第 40 条の２第１項から第５項までの規定に関する 
  事項を含む。） 
 5．前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 
 
 
これは、連鎖販売取引がビジネスそのものを販売するビジネスである 
ため、契約の際には法律的なことも含めてビジネスの内容を正しく伝 
えなければならないということを言っているのだと思います。 
 
 
＜原文＞ 
 
（指示） 
第 38 条 主務大臣は、統括者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若 
しくは第４項、第 35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若し 
くは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘 
者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第 35 条、第 
36 条若しくは第 36 条の３（第５項を除く。）の規定に違反し若しくは 
第２号から第４号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引 
の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認 
めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示す 
ることができる。 
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1．その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によ 
 つて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延さ 
 せること。 
2．その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき 
 利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供 
 してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約（その連鎖販売業に係る商 
 品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせ 
 んを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同 
 じ。）の締結について勧誘をすること。 
3．その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結 
 しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結 
 について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。 
4．前３号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売 
 業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正 
 及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして 
 主務省令で定めるもの。 
 
２ 主務大臣は、勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しく 
 は第４項、第 35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しく 
 は前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合にお 
 いて連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害され 
 るおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置を 
 とるべきことを指示することができる。 
 
３ 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第 33 条の２、第 34 条第２項から 
 第４項まで、第 35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若し 
 くは前条の規定に違反し、又は第１項各号に掲げる行為をした場合 
 において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害 
 されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、 
 必要な措置をとるべきことを指示することができる。 
 
４ 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第 36 条の 
 ４第１項又は同条第２項において準用する第 36 条の３第２項から第 
 ４項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び 
 連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるとき 
 は、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措 
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 置をとるべきことを指示することができる。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売取引における氏名等の明示、禁止行為、連鎖販売取引につ 
 いての広告、誇大広告等の禁止、承諾をしていない者に対する電子 
 メール広告の提供の禁止等の禁止行為が、その連鎖販売取引で行わ 
 れ、被害が出る恐れがあると認められたとき、主務大臣は、その連 
 鎖販売取引の主催会社に、必要な措置をとるよう指示することがで 
 きます。それには、次にあげる行為も含みます。 
 
 1．その連鎖販売業に係る連鎖販売契約のキャンセルに関わる債務の 
  全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 
 2．その主催会社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引で、 
  確実に利益を生ずると誤解させるような断定的な情報を提供して 
  連鎖販売契約を勧誘をすること。 
 3．勧誘されている人が、その主催会社の統括する一連の連鎖販売業 
  に係る連鎖販売契約をしないと意思表示しているのに、迷惑に感 
  じるほどしつこく勧誘する行為。 
 4．その主催会社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に 
  関わる行為で、連鎖販売取引での公正さを欠き、相手方の利益を 
  害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの。 
 
 ２ 連鎖販売取引における氏名等の明示、禁止行為、連鎖販売取引 
  についての広告、誇大広告等の禁止、承諾をしていない者に対す 
  る電子メール広告の提供の禁止等の禁止行為が、その連鎖販売取 
  引で行われ、被害が出る恐れがあると認められたとき、主務大臣 
  は、その連鎖販売取引の勧誘者に、必要な措置をとるよう指示す 
  ることができます。 
 
 ３ 連鎖販売取引における氏名等の明示、禁止行為、連鎖販売取引 
  についての広告、誇大広告等の禁止、承諾をしていない者に対す 
  る電子メール広告の提供の禁止等の禁止行為が、その連鎖販売取 
  引で行われ、被害が出る恐れがあると認められたとき、主務大臣 
  は、その連鎖販売取引の一般の業者に、必要な措置をとるよう指 
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  示することができます。 
 
 ４ 連鎖販売取引の主催会社やビジネスを勧誘する業者から、連鎖 
  販売取引電子メール広告の委託を受けた業者が、相手の許可なく 
  勧誘のための電子メール広告をして相手方の利益が害されるおそ 
  れがあると認めるときは、その受託事業者に対して必要な措置を 
  とることができます。 
 
 
＜原文＞ 
 
（連鎖販売取引の停止等） 
第 39 条 主務大臣は、統括者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若 
しくは第４項、第 35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若し 
くは第 37 条の規定に違反し若しくは前条第１項各号に掲げる行為をし 
た場合若しくは勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは 
第４項、第 35 条、第 36 条若しくは第 36 条の３（第５項を除く。）の規 
定に違反し若しくは前条第１項第２号から第４号までに掲げる行為を 
した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利 
益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の 
規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、１年以内の期 
間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若 
しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の 
全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。 
 
２ 主務大臣は、勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しく 
 は第４項、第 35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しく 
 は第 37 条の規定に違反し若しくは前条第１項各号に掲げる行為をし 
 た場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利 
 益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条 
 第２項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、１ 
 年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について 
 勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しく 
 は一部を停止すべきことを命ずることができる。 
 
３ 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第 33 条の２、第 34 条第２項から 
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 第４項まで、第 35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若し 
 くは第 37 条の規定に違反し若しくは前条第１項各号に掲げる行為を 
 した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の 
 利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販 
 売業者が同条第３項の規定による指示に従わないときは、その一般 
 連鎖販売業者に対し、１年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係 
 る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連 
 鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることがで 
 きる。 
 
４ 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第 36 条の 
 ４第１項若しくは同条第２項において準用する第 36 条の３第２項か 
 ら第４項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及 
 び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認 
 めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第４ 
 項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メー 
 ル広告受託事業者に対し、１年以内の期間を限り、連鎖販売取引電 
 子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ず 
 ることができる。 
 
５ 主務大臣は、第１項から第３項までの規定による命令をしたとき 
 は、その旨を公表しなければならない。 
 
６ 主務大臣は、第４項の規定による命令をしたときは、その旨を公 
 表しなければならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 主務大臣は、連鎖販売取引における氏名等の明示、連鎖販売取引に 
 おける禁止行為の規定、連鎖販売取引についての広告の規定、承諾 
 をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等、連鎖販売 
 取引における書面の交付の規定、その他の違反行為に対する指示に 
 従わず、勧誘を受けた相手方に損害が出る恐れがあると認められた 
 ときは、その主催会社に対し、１年以内の期間を限り、その連鎖販 
 売業に係る連鎖販売取引について勧誘をしたり、それを契約者に行 
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 わせることを停止し、又はその連鎖販売取引の全部若しくは一部の 
 停止を命ずることができます。 
 
 ２ 主務大臣は、主催会社だけでなく、その連鎖販売取引の勧誘者 
  にも同様の違反があった場合、同様の命令をすることができます。 
 
 ３ 主務大臣は、その一般連鎖販売業者に対しても同様の違反があ 
  った場合、同様の命令をすることができます。 
 
 ４ 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告を請け負う業者に同 
  様の違反があった場合、同様の命令をすることができます。 
 
 ５ 主務大臣は、上記１～３までのの命令を下したときはそれを公 
  表しなければなりません。 
 
 ６ 主務大臣は、４の規定による命令をしたときは、その旨を公表 
  しなければなりません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（連鎖販売契約の解除等） 
第 40 条 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締 
結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方（その連鎖販売業に係る 
商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせん 
を店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売 
加入者」という。）は、第 37 条第２項の書面を受領した日（その連鎖販 
売契約に係る特定負担が再販売をする商品（施設を利用し及び役務の提 
供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。）の購入についての 
ものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品 
につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その 
引渡しを受けた日。次条第１項において同じ。）から起算して 20 日を経 
過したとき（連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第 34 条第１項 
の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第２項の規定に違反し 
てこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のこ 
とを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの 
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誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第３項 
の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間 
を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつ 
た場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧 
誘者又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規 
定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付 
した書面を受領した日から起算して 20 日を経過したとき）を除き、書面 
によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、 
その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又 
は違約金の支払を請求することができない。 
 
２ 前項の連鎖販売契約の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の 
 書面を発した時に、その効力を生ずる。 
 
３ 第１項の連鎖販売契約の解除があつた場合において、その連鎖販売 
 契約に係る商品の引渡しか既にされているときは、その引取りに要す 
 る費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。 
 
４ 前３項の規定に反する特約でその連鎖販売加入者に不利なものは、 
 無効とする。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売業に係る連鎖販売契約を結んだとしても、その書面を取り交 
 わした日から 20 日以内に、書面でキャンセルを申し込めば契約の解除 
 ができます。その際業者は、それにともなう損害賠償請求をすること 
 はできません。尚、連鎖販売契約にともなう商品の引き渡しが契約後 
 である場合、キャンセルが有効なのは、その引き渡しから 20 日以内と 
 なります。また、業者による違反行為で 20 日以内のキャンセルができ 
 なかった場合のキャンセルは、主催会社が交付するキャンセル事項に 
 関する書面に署名捺印したものを、その主催会社が受け取った日から 
 20 日以内となります。 
 
 ２ 連鎖販売契約のキャンセルは、その連鎖販売契約をキャンセルし 
  たい旨の書面を提出したときに発した時点で効力が生まれます。 
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 ３ 連鎖販売契約のキャンセルがあつた場合、その連鎖販売契約に係 
  る商品の引渡しか既にされているとき、その引取りに要する費用は 
  業者が負担します。 
 
 ４ 仮に契約書にキャンセル料が明記されていたとしても、連鎖販売 
  加入者に不利なものとして無効となります。 
 
 
＜原文＞ 
 
第 40 条の２ 連鎖販売加入者は、第 37 条第２項の書面を受領した日か 
ら起算して 20 日を経過した後（連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧 
誘者が第 34 条第１項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条 
第２項の規定に違反して前条第１項の規定による連鎖販売契約の解除 
に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告 
げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しく 
は一般連鎖販売業者が第 34 条第３項の規定に違反して威迫したことに 
より困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第１項の 
規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販 
売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売 
業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連 
鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受 
領した日から起算して 20 日を経過した後）においては、将来に向かつ 
てその連鎖販売契約の解除を行うことができる。 
 
２ 前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その 
 解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者（当該連 
 鎖販売契約（取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。）を締結 
 した日から１年を経過していない者に限る。以下この条において同 
 じ。）に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売（そのあつせん 
 を含む。）を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場 
 合を除き、当該商品の販売に係る契約（当該連鎖販売契約のうち当 
 該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。 
 以下この条において「商品販売契約」という。）の解除を行うこと 
 ができる。 
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 1．当該商品の引渡し（当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受 
  ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において 
  同じ。）を受けた日から起算して 90 日を経過したとき。 
 2．当該商品を再販売したとき。 
 3．当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき（当 
  該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者 
  に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた 
  場合を除く。）。 
 4．その他政令で定めるとき。 
 
３ 連鎖販売業を行う者は、第１項の規定により連鎖販売契約が解除 
 されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにお 
 いても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額（次の各 
 号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げ 
 る場合に応じ当該各号に定める額を加算した額）にこれに対する法 
 定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支 
 払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。 
 
 1．当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係 
  る商品の引渡し後である場合 次の額を合算した額 
 イ 引渡しがされた当該商品（当該連鎖販売契約に基づき販売が行 
  われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契 
  約が解除されたものを除く。）の販売価格に相当する額 
 ロ 提供された特定利益その他の金品（前項の規定により解除され 
  た商品販売契約に係る商品に係るものに限る。）に相当する額 
 2．当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係 
  る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務（当該連鎖 
  販売契約に基づき提供されたものに限る。）の対価に相当する額 
 
４ 連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第２項の規定により 
 商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の 
 定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号 
 に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算し 
 た金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求 
 することができない。 
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 1．当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商 
  品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の 10 分の１に相当 
  する額 
 2．当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額 
 
５ 第２項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品 
 に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて 
 生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。 
 
６ 前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無 
 効とする。 
 
７ 第３項及び第４項の規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割 
 賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 連鎖販売加入者の契約解除そのものは、キャンセルの期限 20 日を過 
 ぎてもできます。 
 
 
 ２ この規定により連鎖販売契約が解除された場合、その解除がさ 
  れる前に、既に連鎖販売業に係る商品の販売がされているときで 
  も、加入者は次に掲げる場合を除き、その商品の販売に係る契約 
  の解除ができます。 
 
 1．その商品の引渡し（その商品が施設を利用し又はサービスの提供 
  を受ける権利である場合はその移転）を受けた日から起算して 90 
  日を経過したとき。 
 2．その商品を再販売したとき。 
 3．その商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき（そ 
  の連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が、その連鎖販売加入 
  者に、その商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費さ 
  せた場合を除く）。 
 4．その他政令で定めるとき。 
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 ３ 連鎖販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約 
  金が定められていても、契約にかかる費用（次にあげる場合につ 
  いては、それぞれに応じた額を加算した額）に、これに対する法 
  定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の 
  支払を加入者に対して請求することができません。 
 
 1．その連鎖販売契約の解除が、その連鎖販売取引に伴う特定負担に 
  係る商品の引渡し後である場合 次の額を合算した額 
 
 イ 引渡しがされた当該商品（その連鎖販売契約に基づき販売が行 
  われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契 
  約が解除されたものを除く）の販売価格に相当する額 
 ロ 提供された特定利益その他の金品（前項の規定により解除され 
  た商品販売契約に係る商品に係るものに限る）に相当する額 
 
 2．その連鎖販売契約の解除が、その連鎖販売取引に伴う特定負担に 
  係るサービスの提供開始後である場合 提供された当該サービス 
  （その連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る）の対価に相 
  当する額 
 
 
 ４ 連鎖販売業に係る商品の販売を行つた人は、商品販売契約が解 
  除されたとき、損害賠償額の予定又は違約金が定められていたと 
  しても、次にあげる場合に応じて、それぞれに定める額に、これ 
  に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える 
  額の金銭の支払を加入者に対して請求することはできません。 
 
 1．当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商 
  品の引渡し前である場合、当該商品の販売価格の 10 分の１に相当 
  する額 
 2．当該商品が返還されない場合、当該商品の販売価格に相当する額 
 
 
 ５ 商品販売契約が解除されたときは、その連鎖販売業の主催会社 
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  は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた 
  人の債務を担います。 
 
 
 ６ ここまでの規定に反するものは、特約に明記されていても連鎖 
  販売加入者に不利であれば無効になります。 
 
 
 ７ ただし、３．４の規定は、支払いが割賦販売よって販売、又は 
  提供されるものについては適用しません。 
 
 
＜原文＞ 
 
（連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 
第 40 条の３ 連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の 
統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をす 
るに際し第１号若しくは第２号に掲げる行為をしたことにより当該各号 
に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖 
販売契約の締結について勧誘をするに際し第３号に掲げる行為をしたこ 
とにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申 
込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができ 
る。ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の 
当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行 
為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。 
 
1．第 34 条第１項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げら 
 れた内容が事実であるとの誤認 
2．第 34 条第１項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実 
 が存在しないとの誤認 
3．第 34 条第２項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げら 
 れた内容が事実であるとの誤認 
 
２ 第９条の２第２項から第４項までの規定は、前項の規定による連鎖 
 販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。 
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＜解釈＞ 
 
 契約者を誤認させることになるような形で交わされた連鎖販売取引の 
 契約は、連鎖販売契約の解除等に関わる法律で定められている内容に 
 合致すれば取り消すことができます。ただし、契約を結んだ当時、そ 
 の連鎖販売取引の主催会社、または、その連鎖販売取引の一般販売業 
 者がこれらの行為をしたことを、契約当時その連鎖販売取引の相手方 
 が知らなかったときは、この限りではありません。 
 
 1．第 34 条第１項の規定に違反して嘘を言う行為。その内容が事実であ 
  るとの誤認。 
 2．第 34 条第１項の規定に違反してわざと事実を言わない行為。その事 
  実が存在しないもとの誤認。 
 3．第 34 条第２項の規定に違反して嘘を言う行為。その内容が事実であ 
  るとの誤認 
 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
第 34 条（禁止行為） 
 連鎖販売取引の主催会社または勧誘者は、連鎖販売取引の契約につ 
 いて勧誘するとき、キャンセルを避けるために次の事項について故 
 意に事実を言わないか、嘘をついてはいけません。 
 
 1．商品の種類・性能もしくは品質、または施設を利用やサービスの 
  提供を受ける権利、サービスの種類やその内容その他、これらに 
  類するものとして定められている事。 
 
 2．その連鎖販売取引の契約の際に必要な費用に関すること。 
 
 3．その契約のキャンセルに関すること。 
 
 4．その連鎖販売業を行うことで発生する利益について。 
 
 5．以上（1～4）に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項 
  で、連鎖販売取引の契約の判断に影響を及ぼすこととなる重要な 
  もの。 
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 ２ 連鎖販売業者（契約をし営業している人）は、主催会社（統括 
  者）の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引の契約の締 
  結について勧誘をするときには、キャンセルを防ぐために上記事 
  項について嘘をついてはいけません。 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 
 ２ 第９条の２第２項から第４項までの規定※は、前項の規定によ 
  る連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについ 
  て準用します。 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
第９条の２ 
 
 訪問販売に関わる契約内容について、次にあげる業者の行為によっ 
 て契約者の誤解があったときはキャンセルできます。 
 
 1．第６条第１項の規定に違反して業者が嘘をつき、それを信じてし 
  まったとき 
 2．第６条第２項の規定に違反して業者が伝えるべき事実を告げず、 
  そのような事実が無いと誤解しとき 
 
 ２ 例えば、善意の第三者の紹介の業者によって生じたキャンセル 
  事案に対して、キャンセルに関わる事情を知らない善意の第三者 
  の責任を追及することはできません。 
 ３ このキャンセルに関する請求を詐欺又は強迫に関わっていない 
  善意の第三者にはできません。 
 ４ キャンセルは、その申し出を確認できる時から６カ月間行われ 
  ないと時効になります。また契約から５年を経過しても同様です。 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
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第４章 特定継続的役務提供 
 
第 41 条 定義 
 
＜原文＞ 
 
（ここから） 
 
（定義） 
 
第 41 条 この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるも 
のをいう。 
 
1．役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ご 
 とに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、 
 相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うこと 
 を約する契約（以下この章において「特定継続的役務提供契約」と 
 いう。）を締結して行う特定継続的役務の提供 
2．販売業者が、特定継続的役務の提供（前号の政令で定める期間を超 
 える期間にわたり提供するものに限る。）を受ける権利を前号の政 
 令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約（以下この 
 章において「特定権利販売契約」という。）を締結して行う特定継 
 続的役務の提供を受ける権利の販売 
 
２ この章及び第 67 条第１項において「特定継続的役務」とは、国民 
 の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であ 
 つて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるも 
 のをいう。 
 
1．役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上そ 
 の他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつ 
 て誘引が行われるもの 
2．役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でな 
 いもの 
（ここまで） 
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＜解釈＞ 
 
 この章で「特定継続的役務提供」とは次の内容です。 
 
 1．その役務（サービスなど）を提供する事業者が、特定継続的役務 
  （サービスなど）をそれぞれの特定継続的役務ごとに法律で定め 
  られた期間を超えて提供することを約束し、相手方がこれに応じ 
  て政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約束する契約 
  （以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。）を 
  結んで行うサービスの提供。 
 2．販売業者が、サービスの提供（前号の政令で定める期間を超える 
  期間にわたり提供するものに限る。）を受ける権利を、1．の法律 
  で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約（以下この 
  章において「特定権利販売契約」という。）を結んで行うサービ 
  スの提供を受ける権利の販売 
 
 
 ２ この章及び第 67 条第１項で「特定継続的役務」とは、国民の日 
  常生活に係る取引の中で有料で継続的に提供されるサービスで、 
  次の各号のいずれにも該当するものとして法律で定めるものをい 
  います。 
 
 1．サービスの提供を受ける人の身体を美しくしたり、知識や技能を 
  向上させたり、その他、心身や身上に関わる目的を実現させると 
  いうことで勧誘が行われるもの 
 2．サービスの性質上、上記、1．に規定する目的が実現するかどう 
  かが確実でないもの 
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第５章 業務提供誘引販売取引 
 
第 51 条 定義 
 
＜原文＞ 
 
（ここから） 
 
（定義） 
 
第 51 条 この章並びに第 66 条第１項及び第 67 条第１項において「業務 
提供誘引販売業」とは、物品の販売（そのあつせんを含む。）又は有 
償で行う役務の提供（そのあつせんを含む。）の事業であつて、その 
販売の目的物たる物品（以下この章において「商品」という。）又は 
その提供される役務を利用する業務（その商品の販売若しくはそのあ 
つせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供 
を行い、又はあつせんを行うものに限る。）に従事することにより得 
られる利益（以下この章において「業務提供利益」という。）を収受 
し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担（その商品の 
購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下こ 
の章において同じ。）を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又 
はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引（その取引条件の 
変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。）をするものを 
いう。 
 
２ この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他 
 いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取 
 引条件を変更するに際し提供される金品をいう。 
（ここまで） 
 
 
＜解釈＞ 
 
 業者が販売する商品や提供するサービスを利用する仕事によって、 
 利益（「業務提供利益」という）が得られることを売りにした商売。 
 但し、この「業務」は、業者が自ら提供する業務、又は、業者があ 
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 っせんした業務に限られます。顧客には何らかの金銭的負担（特定 
 負担」）があります。例としては、業者からパソコンを購入すれば、 
 業者がデータ入力の仕事がもらえるとか、○○士の資格試験対策講 
 座を受講して資格を得れば、業者がその資格が必要な仕事ををあっ 
 せんする。また、名簿を購入とダイレクトメールの宛名書をさせ、 
 そのダイレクトメールを読んだ人が、商品を購入すれば業者から収 
 入が得られる。というようなものがあります。さらに、業者より浄 
 水器を購入してモニター会員になり、モニター会員が浄水器に関す 
 るアンケートや感想文を出したりすると、業者からモニター料が支 
 払われるというものまであります。これらのようなものは、「内職 
 商法」、「資格商法」、「モニター商法」などと呼ばれることもあ 
 ります。（参考 Wikipedia ） 
 
 ２ この章で「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他、い 
  かなる名義でも、取引をするとき、又は取引条件を変更するとき 
  に提供される金品をいいます。 
 
 
第６章 雑 則 
 
第 59 条 
 
＜原文＞ 
 
（売買契約に基づかないで送付された商品） 
第 59 条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込 
みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者（以下この 
項において「申込者等」という。）以外の者に対して売買契約の申込み 
をし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対し 
てその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、か 
つ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付が 
あつた日から起算して 14 日を経過する日（その日が、その商品の送付を 
受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけ 
るその請求の日から起算して７日を経過する日後であるときは、その７ 
日を経過する日）までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつ 
き承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、そ 
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の送付した商品の返還を請求することができない。 
 
２ 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売 
 買契約の申込みについては、適用しない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 販売契約が成立していない状況で商品を送付した場合、送付から 14 日 
 を経過するか、送付された側が業者に引き取りを請求してから７日を 
 過ぎて引き取らない場合、業者は商品の返還請求ができなくなります。 
 
 ２ この規定は、正式な売買契約がなくても、その商品の送付がを受 
  けた人が商売で利用する目的で受け取った場合は適用しません。 
 
 
 
第６章 雑 則 
 
第 60 条 
 
＜原文＞ 
 
（主務大臣に対する申出） 
第 60 条 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるお 
それがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適 
当な措置をとるべきことを求めることができる。 
 
２ 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査 
 を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に 
 基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。 
（ここまで） 
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＜解釈＞ 
 
 誰でも、特定商取引の違反行為で購入者に被害が出る恐れがあると 
 認めたら、主務大臣にその旨を申し立て、適当な措置をとるよう求 
 めることができます。 
 
 ２ 主務大臣は、上記の申出があつたとき、必要な調査をして申出 
  の内容が事実と認めたら、法律に基づく適当な措置をとらなけれ 
  ばなりません。 
 
 
第６章 雑 則 
 
第 65 条 
 
＜原文＞ 
 
（経過措置） 
第 65 条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合にお 
いては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断され 
る範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。） 
を定めることができる。 
（ここまで） 
 
 
＜解釈＞ 
 
 新しい法令を制定したり既存の法令を廃止する場合、それまでの法制 
 度から新しい法制度に円滑に移行できるようにしなければなりません。 
 新しい法令をその施行前にされた行為に対してさかのぼって適用して、 
 以前の法令の効力を無かったことにすることは混乱をまねくので基本 
 的できません。しかし、法律の改正に伴って合理的に必要と判断され 
 る範囲内では、新しい法令を適用することができます。 
 
例 >> http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column009.htm 
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第６章 雑 則 
 
第 66 条 
 
＜原文＞ 
 
（報告及び立入検査） 
第 66 条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めると 
きは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、 
勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者（以 
下この条において「販売業者等」という。）に対し報告若しくは帳簿、 
書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の店舗そ 
の他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させること 
ができる。 
 
２ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めると 
 きは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の 
 販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者（以下こ 
 の項において「密接関係者」という。）に対し報告若しくは資料の 
 提出を命じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所に立 
 ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
 
３ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めると 
 きは、販売業者等と取引する者（次項の規定が適用される者を除く 
 。）に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき 
 報告又は資料の提出を命ずることができる。 
 
４ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めると 
 きは、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第２条第５号に規定 
 する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用者を識 
 別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第２号に規定 
 する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号 
 （電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示 
 されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち 
 当該電子メール広告をした者に関するものに限る。）を使用する権 
 利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、 
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 住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報 
 について、報告を求めることができる。 
 
５ 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するため 
 に必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若 
 しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定 
 法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳 
 簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
 
６ 第１項から第３項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事 
 業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販 
 売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合にお 
 いて、第２項及び第３項中「販売業者等」とあるのは、「通信販売 
 電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業 
 者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替 
 えるものとする。 
 
７ 第１項若しくは第２項（これらの規定を前項において準用する場 
 合を含む。）又は第５項の規定により立入検査をする職員は、その 
 身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 
 
８ 第１項若しくは第２項（これらの規定を第６項において準用する 
 場合を含む。）又は第５項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜 
 査のために認められたものと解釈してはならない。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 主務大臣は、必要があれば業者の本部から販売代理店、その職員に 
 至るまで、報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、販 
 売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物 
 件を検査させることができます。 
 
 ２ 主務大臣は、必要であれば業者でなくても本部から販売代理店、 
  その職員に至るまでの人物と密接な関係があると認められる人に、 
  報告若しくは資料の提出を命じ、その人の店舗その他の事業所に 
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  立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができます。 
 
 ３ 主務大臣は、必要であれば販売業者等と取引がある人（会社） 
  に対して、その販売業者の業務又は財産に関して参考となる報告 
  又は資料の提出を命ずることができます。 
 
 ４ 主務大臣は、必要であれば電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 
  号）第２条第５号に規定する電気通信事業者その他の者で、電磁 
  的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号 
  又は同条第２号に規定する電気通信設備を識別するための文字、 
  番号、記号その他の符号※を使用する権利を付与したものから、 
  当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利 
  を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求 
  めることができる。 
 
※（電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示 
  されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののう 
  ち当該電子メール広告をした者に関するものに限る。） 
 
 要は法律の施行に必要であれば、国は顧客情報も開示させられると 
 いうことですね。 
 
 
 ５ 主務大臣は特定商取引の業者に対し、必要に応じて特定商取引 
  適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はそ 
  の職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務 
  の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ 
  ます。 
 
 ６ 第１項から第３項までの規定は、通信販売電子メール広告受託 
  事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘 
  引販売取引電子メール広告受託事業者についても準じて適用しま 
  す。ここで第２項及び第３項中「販売業者等」とあるのは、「通 
  信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告 
  受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」 
  と読み替えるものとします。 
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 ７ 第１項若しくは第２項（これらの規定を前項において準用する 
  場合を含む。）又は第５項の規定で立入検査をする職員は、その 
  身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなりません。 
 
※ 刑事が捜査で警察手帳を見せるようなものですね。 
 
 ８ 第１項若しくは第２項（これらの規定を第６項において準用す 
  る場合を含む。）又は第５項の規定による立入検査の権限は、犯 
  罪捜査のために認められたものではありません。 
 
 
第６章 雑 則 
 
第 67 条 
 
＜原文＞ 
 
（主務大臣等） 
第 67 条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 
 
1．指定商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売 
 業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品 
 に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣 
 総理大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣 
2．指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提 
 供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般 
 連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に 
 係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受 
 ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項について 
 は、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務 
 の提供を行う事業を所管する大臣 
3．指定役務に係る役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連 
 鎖販売業の総括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特 
 定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る 
 業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大 
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 臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 
4．通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告 
 受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に 
 関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第 
 64 条第２項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問 
 に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣 
5．指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並 
 びに指定商品の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務 
 の提供を行う事業を所管する大臣、指定役務の提供を行う事業を所 
 管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣 
6．第 64 条第１項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮 
 問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該 
 商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提 
 供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管 
 する大臣 
 
２ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。） 
 を消費者庁長官に委任する。《追加》平 21 法 049３ この法律におけ 
 る主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令 
 とする。ただし、第 61 条第１項に規定する主務省令については、第 
 １項第５号に定める主務大臣の発する命令とする。 
 
 
＜解釈＞ 
 
 この法律における主務大臣は、次のとおりとします。 
 
 1．指定商品の流通に関わるすべての業者に関する事項は、内閣総理 
  大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣。 
 2．指定権利の販売業者に関する事項、施設を利用し又はサービスの 
  提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の主催会社、勧誘者及 
  び一般連鎖販売業者に関する事項、継続的なサービスの提供を受 
  ける権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又はサービ 
  スの提供を受ける権利に係る仕事の提供を伴う商品の販売業を行 
  う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び 
  当該権利に係る施設又はサービスの提供を行う事業を所管する大 
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  臣。 
 3．指定役務（サービス）に係るサービスの提供事業者に関する事項、 
  サービスに係る一連の連鎖販売業の主催会社、勧誘者及び一般連 
  鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務に係る役務提供事業者 
  に関する事項並びにサービスに係る仕事の提供を伴う販売業を行 
  う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び 
  そのサービスの提供を行う事業を所管する大臣 
 4．通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広 
  告受託事業者及び仕事の提供を伴う販売取引電子メール広告受託 
  事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事 
  項並びに第 64 条第２項の規定による消費者委員会及び消費経済審 
  議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産 
  業大臣。 
 5．指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣 
  並びに指定商品の流通を所掌する大臣。指定権利に係る施設又は 
  サービスの提供を行う事業を所管する大臣、サービスの提供を行 
  う事業を所管する大臣及び継続的なサービスの提供を行う事業を 
  所管する大臣 
 6．第 64 条第１項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への 
  諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び 
  その商品の流通を所掌する大臣、その権利に係る施設若しくはサ 
  ービスの提供を行う事業を所管する大臣又はそのサービスの提供 
  を行う事業を所管する大臣 
 
 ２ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除 
  く。）を消費者庁長官に委任します。 
 
 ３ この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣 
  が共同で発する命令とします。ただし、第 61 条第１項に規定する 
  主務省令については、第１項第５号に定める主務大臣の発する命 
  令とします。 
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第６章 雑 則 
 
第 68 条・第 69 条 
 
＜原文＞ 
 
（都道府県が処理する事務） 
第 68 条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、 
政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることがで 
きる。 
 
 
（権限の委任） 
第 69 条 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定め 
るところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 
 
２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第 67 条第２項の規 
 定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することがで 
 きる。 
 
 
＜解釈＞ 
 
第 68 条 
 
 特商法上の主務大臣の権限の一部は都道府県の知事にもあります。 
 
 
第 69 条 
 
 特商法上の主務大臣の権限で行う事項は、国の地方出先機関の長に 
 行わせることができます。 
 
 ２ 消費者庁長官は、第 67 条第２項の規定により委任された権限の 
  一部を経済産業局長に委任することができます。 
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第７章 罰 則 
 
第 70 条 
 
＜原文＞ 
 
第 70 条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は 300 
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
 
1．第６条第１項から第３項まで、第 21 条、第 34 条第１項から第３項ま 
 で、第 44 条又は第 52 条第１項若しくは第２項の規定に違反した者 
2．第８条第１項、第 15 条第１項若しくは第２項、第 23 条第１項、第 39 
 条第１項から第４項まで、第 47 条第１項又は第 57 条第１項若しくは第 
 ２項の規定による命令に違反した者 
 
 
＜解釈＞ 
 
 次に該当する違反には、２年以下の懲役または 300 万円以下の罰金、ま 

たは両方を科します。 
 

1． 第６条（訪問販売の禁止行為）第１項から第３項まで、第 21 条（電 
話勧誘販売の禁止行為）、第 34 条（連鎖販売取引の禁止行為）第１項 
から第３項まで、第 44 条（特定継続的役務提供の禁止行為）又は第 
52 条（業務提供誘引販売取引の禁止行為）第１項若しくは第２項の 
規定に違反した者 

2． 第８条第１項の訪問販売の業務の停止等をともなう違反行為、第 15 
条第１項若しくは第２項の通信販売の業務の停止等をともなう禁止行 
為、第 23 条第１項の電話勧誘販売の業務の停止等をともなう禁止行 
為、第 39 条第１項から第４項までの連鎖販売取引の停止等をともな 
う禁止行為、第 47 条第１項の特定継続的役務提供の業務の停止等を 
ともなう禁止行為又は第 57 条第１項の若しくは第２項の規定の業務 
提供誘引販売取引の停止等をともなう禁止行為による命令に違反した者 
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第 71 条 
 
＜原文＞ 
 
第 71 条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は 100 
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
 
1．第６条第４項、第 34 条第４項又は第 52 条第３項の規定に違反した者 
2．第 37 条又は第 55 条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれら 
 の規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載の 
 ある書面を交付した者 
（ここまで） 
 
 
＜解釈＞ 
 
 次の 1.2．のいずれかの違反をしたら、６カ月以下の懲役または 100 
 万円以下の罰金、またはこの両方を科します。 
 
 1．第６条、訪問販売に関する禁止事項の第４項、第 34 条、連鎖販売 
  取引に関する禁止事項の第４項、又は第 52 条、業務提供誘引販売取 
  引に関する禁止条項の第３項の規定、つまり、公衆の出入りする場 
  所以外の場所での勧誘をした者 
 2．第 37 条、連鎖販売取引における書面の交付、又は第 55 条、業務提 
  供誘引販売取引における書面の交付の規定に違反して、書面を交付 
  せず、又は記載すべき事項が記されていない若しくは嘘の記載のあ 
  る書面を交付した者。 
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第 72 条 
 
＜原文＞ 
 
第 72 条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に 
処する。 
 
1．第４条、第５条、第 18 条、第 19 条又は第 42 条の規定に違反して、 
 書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されてい 
 ない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者 
2．第７条、第 14 条、第 22 条、第 38 条、第 46 条又は第 56 条の規定によ 
 る指示に違反した者 
3．第 12 条、第 36 条、第 43 条又は第 54 条の規定に違反して、著しく事 
 実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、 
 若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者 
4．第 12 条の３第１項若しくは第２項（第 12 条の４第２項において準 
 用する場合を含む。）、第 12 条の４第１項、第 36 条の３第１項若し 
 くは第２項（第 36 条の４第２項において準用する場合を含む。）、 
 第 36 条の４第１項、第 54 条の３第１項若しくは第２項（第 54 条の４ 
 第２項において準用する場合を含む。）又は第 54 条の４第１項の規 
 定に違反した者 
5．第 12 条の３第３項（第 12 条の４第２項において読み替えて準用す 
 る場合を含む。）、第 36 条の３第３項（第 36 条の４第２項において 
 読み替えて準用する場合を含む。）又は第 54 条の３第３項（第 54 条 
 の４第２項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に違 
 反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録 
 を保存しなかつた者 
6．第 13 条第１項又は第 20 条の規定に違反して通知しなかつた者 
7．第 35 条又は第 53 条の規定に違反して表示しなかつた者 
8．第 45 条第１項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、 
 又はこれに不正の記載をした者 
9．第 45 条第２項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の 
 閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者 
10．第 66 条第１項（同条第６項において読み替えて準用する場合を含 
 む。以下この号において同じ。）の規定による報告をせず、若しく 
 は虚偽の報告をし、若しくは同条第１項の規定による物件を提出せ 
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 ず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を経 
 み、妨げ、若しくは忌避した者 
11．第 66 条第２項（同条第６項において読み替えて準用する場合を含 
 む。以下この号において同じ。）の規定による報告をせず、若しく 
 は虚偽の報告をし、若しくは同条第２項の規定による資料を提出せ 
 ず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒 
 み、妨げ、若しくは忌避した者 
 
２ 前項第４号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告にお 
 いて、第 11 条、第 12 条の３第４項（第 12 条の４第２項において読み 
 替えて準用する場合を含む。）、第 35 条、第 36 条の３第４項（第 36 
 条の４第２項において読み替えて準用する場合を含む。）、第 53 条 
 若しくは第 54 条の３第４項（第 54 条の４第２項において読み替えて 
 準用する場合を含む。）の規定に違反して表示しなかつたとき、又 
 は第 12 条、第 36 条若しくは第 54 条の規定に違反して著しく事実に相 
 違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若 
 しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、１年 
 以下の懲役又は 200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
（ここまで） 
 
 
＜解釈＞ 
 
 次のいずれかに該当する違反をすると、100 万円以下の罰金です。 
 
 1．第４条と第５条の訪販売における書面の交付、第 18 条と第 19 条 
  の電話勧誘販売における書面の交付、又は第 42 条の特定継続的 
  役務提供における書面の交付についての規定に違反して、必要 
  な書面を交付せず、又は必要な事項が記載されていない、ある 
  いは嘘が書かれた書面を交付した者。 
 2．第７条の主務大臣による訪問販売業者に対する指示、第 14 条の 
  通信販売業者に対する主務大臣の指示、第 22 条の電話勧誘販売 
  業者に対する主務大臣の指示、第 38 条の連鎖販売取引業者に対 
  する主務大臣の指示、第 46 条の特定継続的役務提供業者への主 
  務大臣の指示、又は第 56 条の業務提供誘引販売業者への主務大 
  臣の指示の規定による指示に違反した者 
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 3．第 12 条の通信販売に関する誇大広告、第 36 条の連鎖販売取引に 
  関する誇大広告、第 43 条の特定継続的役務提供に関する誇大広 
  告、又は第 54 条の業務提供誘引販売取引に関する誇大広告の規 
  定に違反して、嘘や大げさな表示をして実際よりも優良、有利 
  であるような誤解をさせるような表示をした者。 
 4．第 12 条の３の承諾をしていない者に対する電子メール広告の提 
  供の禁止等にあたる、未承諾や受け取りを拒否する旨の連絡の 
  あった相手方への電子メール広告を行った者は、通信販売電子 
  メール広告受託事業者。連鎖販売取引の関連業者、業務提供誘 
  引販売取引の関連業者を含める。 
 5．上記の電子メール広告において、相手方の承諾を得、又はその 
  相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるも 
  のを作成しなかったり、記載すべき事項を書かなかったり、嘘 
  を記載した者。 
 6．第 13 条第１項に定める通信販売における承諾等の通知をしなか 
  ったり、第 20 条に定める電話勧誘販売における承諾等の通知を 
  しなかった者。 
 7．第 35 条の連鎖販売取引についての広告で表示が義務付けられて 
  いること、又は第 53 条の業務提供誘引販売取引についての広告 
  で表示が義務付けられていることを表示しなかった者。 
 8．第 45 条の特定継続的役務提供の書類の備付けをせず、閲覧等が 
  できなく、あるいは書類の記載に不正をした者。 
 9．正当な理由なく、特定継続的役務提供の書類の閲覧又は謄本若 
  しくは抄本の交付を拒んだ者 
 10．第 66 条の主務大臣による報告及び立入検査の命令に従わず規定 
  の報告をしなかったり、嘘の報告をしたり、必要なもの提出しな 
  かったり、違うものを提出したり、あるいは検査を妨害した者。 
 11．第 66 条第２項に定める通り、10．の内容は関連の業者にも適用 
  する。 
 
 ２ 前項第４号の罪、承諾をしていない者に対する電子メール広告 
  の提供の禁止等にあたる、未承諾や受け取りを拒否する旨の連絡 
  のあった相手方への電子メール広告を行った通信販売電子メール 
  広告受託事業者。連鎖販売取引の関連業者、業務提供誘引販売取 
  引の関連業者が、その提供した電子メール広告において、規定に 
  違反して表示すべき事項を表示しなかつたとき、又は第 12 条、第 
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  36 条若しくは第 54 条の規定に違反して著しく事実と異なる表示を 
  し、あるいは実際よりも著しく優良であったり有利であると誤解 
  させるような表示をしたときは１年以下の懲役又は 200 万円以下 
  の罰金。又はその両方。 
 
 
第 73 条 
 
＜原文＞ 
 
第 73 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処 
する。 
 
1．第 28 条第２項又は第 31 条第２項の規定に違反して、その名称中に訪 
 問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者 
2．第 66 条第３項（同条第６項において読み替えて準用する場合を含む。 
 以下この号において同じ。）の規定による報告をせず、若しくは虚 
 偽の報告をし、又は同条第３項の規定による資料を提出せず、若し 
 くは虚偽の資料を提出した者 
3．第 66 条第５項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 
 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 
 
 
＜解釈＞ 
 
 次のいずれかに当たる人は、30 万円以下の罰金です。 
 
 1．訪問販売協会会員でも通信販売協会会員でもないのに、名称の中 
  にそうであるかのように文字を用いた者 
 2．第 66 条第３項（同条第６項において読み替えて準用する場合を含 
  む。以下この号において同じ。）の規定で求める、主務大臣への 
  報告をせず、若しくは嘘の報告をし、必要な資料を提出せず、若 
  しくは虚の資料を提出した者 
 3．第 66 条第５項の規定にある、特定商取引適正化業務若しくは資産 
  の状況に関し必要な報告をせず、若しくは虚の報告をし、又は立 
  ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 
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第 74 条 
 
＜原文＞ 
 
第 74 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の 
従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違 
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各 
号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 
1．第 70 条第２号 ３億円以下の罰金刑 
2．第 70 条第１号又は前３条 各本条の罰金刑 
 
 
＜解釈＞ 
 
 特商法違反をした人だけでなく、その人が所属する会社に対しても 
 次のような罰金が科せられます。 
 
 1．第 70 条第２号に記された第８条第１項の訪問販売の業務の停止等 
  をともなう違反行為、第 15 条第１項若しくは第２項の通信販売の 
  業務の停止等をともなう禁止行為、第 23 条第１項の電話勧誘販売 
  の業務の停止等をともなう禁止行為、第 39 条第１項から第４項ま 
  での連鎖販売取引の停止等をともなう禁止行為、第 47 条第１項の 
  特定継続的役務提供の業務の停止等をともなう禁止行為又は第 57 
  条第１項の若しくは第２項の規定の業務提供誘引販売取引の停止 
  等をともなう禁止行為による命令に違反した者を出した法人に３ 
  億円以下の罰金刑 
 2．第 70 条第１号に記された第６条（訪問販売の禁止行為）第１項か 
  ら第３項まで、第 21 条（電話勧誘販売の禁止行為）、第 34 条（連 
  鎖販売取引の禁止行為）第１項から第３項まで、第 44 条（特定継 
  続的役務提供の禁止行為）又は第 52 条（業務提供誘引販売取引の 
  禁止行為）第１項若しくは第２項の規定に違反した者、又は前３ 
  条の訪問販売における氏名等の明示をしない違反を犯した者を出 
  した法人に３億円以下の罰金刑 
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第 75 条 
 
＜原文＞ 
 
第 75 条 次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円以下の過料に処 
する。 
1．第 27 条の２第１項、第 27 条の３第１項、第 30 条の２第１項又は第 30 
条の３第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
2．第 29 条の２第２項若しくは第 32 条の２第２項の規定による検査を拒 
み、妨げ、若しくは忌避し、又は第 29 条の２第２項若しくは第 32 条の 
２第２項の規定による監督上の命令に違反した者 
 
 
＜解釈＞ 
 
 次のいずれかの違反をした者は 50 万円以下の罰金です。 
 
 1．第 27 条の２第１項に記された、名称に訪問販売協会という文字を 
  用いる一般社団法人が成立したときの主務大臣への届け出の義務、 
  第 27 条の３第１項に記された、その名称や事項などの変更の届出 
  の義務、第 30 条の２第１項に記された、名称に通信販売協会とい 
  う文字を用いる一般社団法人が成立したときの主務大臣への届け 
  出の義務、又は第 30 条の３第１項に記された、その名称や事項な 
  どの変更の届出の義務を怠り届出をせず、又は虚偽の届出をした 
  者 
 2．第 29 条の２第２項に記された、訪問販売の苦情の解決について必 
  要があると認めたときの資料提出、若しくは第 32 条の２第２項に 
  記された、通信販売の苦情の解決について必要があると認めたと 
  きの資料提出の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 
  又はこの監督上の命令に違反した者 
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第 76 条 
 
＜原文＞ 
 
第 76 条 第 28 条第１項又は第 31 条第１項の規定に違反して、その名称 
中に訪問販売協会又は通信販売協会という文字を用いた者は、10 万円 
以下の過料に処する。 
（ここまで） 
 
 
＜解釈＞ 
 
 第 28 条第１項に記された、訪問販売協会でない者が、その名称中に 
 訪問販売協会という文字を用いる違反、又は第 31 条第１項に記され 
 た、通信販売協会でない者が、その名称中に通信販売協会という文 
 字を用いる違反をした場合、10 万円以下の罰金です。 
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ＰＳ；特商法を踏まえて、あなたもご自身がお持ちのデジタル商材を 
   販売してみませんか？ 
 
「簡単ブログ自販機化システム～トリトラ～」 

>> http://1stlife.sakura.ne.jp/newpage9.htm 
 
ＰＳ２；無料レポート【再販権利付き 無料ツールで紙芝居動画をつくる方法】 

>> http://www.listrebirth.com/scm/links/432 
この無料コンテンツには、あなたの顧客リストやアフィリエイト成約率を激増させるツー

ルが装備されています。 
 
ＰＳ３；最新の集客方法について 

>> http://www.listrebirth.com/scm/aff/1106 


